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３．公的年金の特例措置が終了します

　平成18年度の公的年金等控除の見直しに伴い創設

された、公的年金受給者に対する所得割額の算定や

軽減判定に係る特別控除（平成19年度：７万円）が、

平成19年度で廃止になりました。

　これにより、公的年金を受給されている方は、国

民健康保険税の所得割額が増額される場合がありま

す。

４．後期高齢者医療制度に移行された方の
　属する世帯の国民健康保険税軽減措置

　平成20年４月以降、後期高齢者医療制度が創設さ

れ、移行された方は個別に保険料を納めることにな

りました。

　これに伴い、国民健康保険に新たに加入された方

や、引き続き加入している方の保険負担が急激に増

えることがないよう、下記のとおり国民健康保険税

が軽減されます。

◎世帯構成別の国民健康保険税の軽減例

世帯構成の例 軽減の条件 軽減の内容

夫75歳（後期へ移行）
妻72歳（国保へ加入）

　夫が社会保険に加入し、妻が扶
養であった場合

　会社の健康保険組合などに加入
していた被保険者が後期高齢者医
療制度に移行することにより、そ
の方の被扶養者(65歳以上の方に限
られます)が国民健康保険に加入す
る場合

　
２年間を限度に、所得割と資産

割を全額免除し、均等割を半額に
します。また、左記の条件に該当
する方のみで構成する世帯は、平
等割も半額になります。

（免除申請が必要です）

　　　夫75歳（後期へ移行）
　　　妻72歳（国保）
　
　２人とも国民健康保険に加入し
ていた場合

　国民健康保険の加入者が後期高
齢者医療制度に移行し、残りの方
が国民健康保険の単身世帯となる
場合

　

５年間を限度に、平等割を半額
にします。ただし、介護分は対象
外です。

（申請は不要です）

　　　夫75歳（後期へ移行）
　　　妻72歳（国保）
　　　子50歳（国保）
　
　３人とも国民健康保険に加入し、
軽減を受けていた場合

　国民健康保険の加入者が後期高
齢者医療制度に移行し、国民健康
保険の世帯員が減少した場合

　
５年間を限度に、後期高齢者医

療制度へ移行した方を軽減の対象
人数に含めて軽減判定を行います。
　世帯の構成および収入に変更が
ない場合などに限られます。

（申請は不要です）

◆問い合わせ先
 伊奈庁舎国保年金課
 ☎58‐2111(内線1181,1186,1187）

　　　　　　　　※　後期：後期高齢者医療制度　　　国保：国民健康保険
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